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【繰越明許費補正】 

４ 衛生費 ２ 清掃費 ３ し尿処理費 (予算説明書 ６、48～49 ページ) 

事業名 金額 

財源内訳 

国庫支出金 県支出金 
地方債 

※１ 
その他 一般財源 

【単独】し尿

処理施設等

整備事業費 

旧クリーンセ

ンター整備 

予算現額 

千円 

１６１，６００ 

千円 

－ 

千円 

－ 

千円 

１２１，２００ 

千円 

－ 

千円 

４０，４００ 

支出予定額 ８０，９３０ － － ６０，７００ － ２０，２３０ 

繰越明許額 ８０，６７０ － － ６０，５００ － ２０，１７０ 

※１ 一般廃棄物処理事業債  充当率７５％ （交付税措置率３０％） 

１ 繰越事由 

２か年事業で実施する旧クリーンセンター内部改修電気工事及び旧クリーンセンター内部改修管工事

において、受注者が本年度に支払い予定の前払金の請求を行わないことにより、金額を翌年度に支払う

必要があるため。 

２ 経緯 

旧クリーンセンター整備事業を実施するにあたり、令和４年度に内部機器撤去工事、内部改修主体工事、

内部改修電気工事及び内部改修管工事の４件を発注した。このうち、旧クリーンセンター内部改修電気工

事及び同管工事において、契約後に各施工業者から前払金請求を行わない旨の申し出があったため、当

該工事における令和４年度支払い予定額を令和５年度に繰り越すもの。 

３ 旧クリーンセンター整備事業スケジュール 

年
度 

Ｒ４ Ｒ５ R6 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

工

事

供

用

開

始

予

定

旧クリーンセンター内部機器撤去工事 

旧クリーンセンター内部改修管工事 

月 

旧クリーンセンター内部改修電気工事 

旧クリーンセンター内部改修主体工事 
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